
申申し込み　問問い合わせ

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
訓
練
放
送
を
実
施

　

国
民
保
護
情
報
を
想
定
し
た
、
全

国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）
の
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を

実
施
。
こ
れ
に
伴
い
、
本
市
で
は
防

災
行
政
無
線
と
防
災
ラ
ジ
オ
か
ら
訓

練
放
送
を
流
し
ま
す
。
実
際
の
災
害

と
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

日
時
＝
８
月
29
日
㈬
午
前
11
時

問
危
機
管
理
室

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
９
３
５

固
定
資
産
の
名
義
変
更
忘
れ
ず
に

　

土
地
や
家
屋
な
ど
の
固
定
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
が
亡
く
な
っ
た
と

き
は
、
名
義
変
更
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
登
記
し
て
あ
る
場
合
は
、
法

務
局
に
相
続
登
記
の
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。登
記
し
て
い
な
い
場
合
は
、

未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
申
請
書
を

市
役
所
資
産
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
名
義
変
更
を
行
う
ま
で
は
、

相
続
人
の
中
か
ら
代
表
者
を
選
び
、

現
所
有
者
申
告
書
を
市
役
所
資
産
税

課
か
、
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・
富
士

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
７
時

窓 口
業務時間

用
し
始
め
た
❻
住
宅
用
地
の
一
部
を

貸
し
駐
車
場
に
し
た
か
、
貸
し
駐
車

場
部
分
を
廃
止
し
た
。

問
資
産
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
７

富
士
見
温
泉
が
営
業
を
再
開

　

２
月
か
ら
休
館
し
て
い
た
富
士
見

温
泉
見
晴
ら
し
の
湯
ふ
れ
あ
い
館
は
、

改
修
工
事
が
完
了
し
安
全
性
が
確
保

さ
れ
た
た
め
、
８
月
３
日
か
ら
営
業

を
再
開
し
て
い
ま
す
。

問
同
館

☎
０
２
７
‐
２
３
０
‐
５
５
５
５

文
学
館
を
無
料
開
放
し
ま
す

　

９
月
１
日
㈯
の
前
橋
文
学
館
開
館

記
念
日
は
、
常
設
展
と
特
別
企
画
展

の
観
覧
料
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

問
同
館

☎
０
２
７
‐
２
３
５
‐
８
０
１
１

木
造
住
宅
の
不
安
や
疑
問
を
解
消

　

木
造
住
宅
の
耐
震
に
つ
い
て
、
説

明
会
と
建
築
士
に
よ
る
相
談
会
を
行

い
ま
す
。
相
談
し
た
い
人
は
図
面
写

真
な
ど
の
持
参
が
必
要
。
予
約
し
た

い
人
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
９
月
４
日
㈫
・
５
日
㈬
〈
説

明
会
〉午
前
10
時
・
11
時
〈
相
談
会
〉

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
利
用
し
ま
せ
ん
か

　

新
薬
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
発
売

さ
れ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
。
新

薬
と
同
等
の
効
果
や
効
能
が
あ
り
ま

す
。
新
薬
に
比
べ
て
安
価
な
た
め
、

患
者
だ
け
で
な
く
保
険
財
政
の
負
担

軽
減
に
も
な
り
ま
す
。
国
の
審
査
で

品
質
を
認
証
。
安
心
し
て
使
用
で
き

ま
す
。
本
市
国
民
健
康
保
険
で
は
76

㌫
が
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り

替
わ
っ
て
い
ま
す
。
切
り
替
え
は
医

師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

国
保
加
入
者
に
は
、
現
在
使
用
し

て
い
る
新
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
に
変
え
た
場
合
の
差
額
を
お
知
ら

せ
。
一
定
の
条
件
を
満
た
す
人
に
、

８
月
下
旬
と
来
年
の
２
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
４
９

見
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
各
種
相
続
手
続
き
に
は
法

定
相
続
情
報
証
明
制
度
が
利
用
で
き

ま
す
。
法
務
局
に
必
要
書
類
を
提
出

す
る
こ
と
で
、
戸
籍
謄
本
一
式
の
提

出
が
省
略
で
き
ま
す
。

問
資
産
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
６

制
度
に
つ
い
て
は
前
橋
地
方
法
務
局

☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐
４
４
２
８

土
地
の
利
用
変
更
は
届
け
出
を

　

土
地
の
利
用
状
況
や
、
住
宅
用
地

の
面
積
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
の
所

有
者
は
、
住
宅
用
地
異
動
申
告
書
を

市
役
所
資
産
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

❶
店
舗
な
ど
を
住
宅
に
改
造
し
、

住
宅
用
地
に
し
た
❷
住
宅
を
店
舗
な

ど
に
改
造
し
、
住
宅
用
地
で
な
く
な

っ
た
❸
店
舗
な
ど
と
の
併
用
住
宅
で
、

居
住
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
の
床

面
積
を
変
更
し
た
❹
廃
業
な
ど
に
伴

い
事
業
用
家
屋
を
住
宅
用
の
物
置
な

ど
に
変
更
し
た
（
住
宅
と
同
一
の
敷

地
内
に
あ
り
、
事
業
用
物
品
な
ど
を

撤
去
し
た
家
屋
に
限
る
）
❺
住
宅
用

地
を
拡
張
し
、
隣
接
す
る
宅
地
を
利

く
ら
し
の
情
報

事
前
登
録
で
証
明
書
交
付
を
通
知

　

代
理
人
や
第
三
者
の
請
求
で
住
民

票
や
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
が
交
付
さ
れ

た
と
き
に
、
本
人
に
通
知
す
る
登
録

型
本
人
通
知
制
度
。
本
市
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
か
本
籍
の
あ
る
人
が

対
象
で
、事
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。

申
し
込
み
は
、
申
込
書
と
官
公
署
発

行
の
顔
写
真
付
き
身
分
証
明
書
（
郵

送
の
場
合
は
写
し
を
同
封
）
な
ど
を

用
意
し
、
市
役
所
市
民
課
へ
直
接
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
０
７

機
器
を
使
っ
て
簡
単
ご
み
減
量

　

電
動
式
生
ご
み
処
理
機
と
枝
葉
粉

砕
機
の
購
入
費
の
助
成
を
実
施
。
詳

し
く
は
ご
み
減
量
課
に
問
い
合
わ
せ

る
か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
剪せ

ん
定て
い
枝
粉
砕
機
を
貸
し
出
し

　

電
動
式
で
便
利
な
剪
定
枝
粉
砕
機

を
貸
し
出
し
ま
す
。
直
径
35
㍉
㍍
ま

で
の
枝
を
処
理
で
き
、
機
器
の
重
量

は
25
㌔
㌘
。
粉
砕
機
の
運
搬
を
自
ら

行
う
こ
と
と
、
粉
砕
し
た
枝
を
有
効

活
用
す
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

対
象
＝
市
内
在
住
の
人
か
市
内
に
所

在
す
る
自
治
会
な
ど
の
団
体

貸
出
期
間
＝
４
日
以
内

申
貸
出
希
望
日
の
前
月
１
日
か
ら
希

望
日
７
日
前
ま
で
に
西
部
清
掃
事
務

所
☎
０
２
７
‐
２
５
３
‐
１
０
０
９
へ

問
ご
み
減
量
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
７
２

市
営
墓
地
管
理
料
の
納
付
を

　

市
営
墓
地
管
理
料
納
入
通
知
書
を

８
月
上
旬
に
発
送
。
納
期
は
８
月
31

日
㈮
ま
で
で
す
。
口
座
振
替
を
利
用

す
る
人
は
、
振
替
日
以
降
に
記
帳
し

て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
納
付
は
各

金
融
機
関
や
市
役
所
公
園
緑
地
課
、

各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

嶺
公
園
事
務
所
で
で
き
ま
す
。

問
公
園
緑
地
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
４
５

定
例
市
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

　

第
３
回
定
例
市
議
会
の
日
程
は
下

表
の
と
お
り
で
す
。
ぜ
ひ
傍
聴
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
本
会
議
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
生
中
継
し
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
な
ど
か
ら
も
視
聴
で
き
ま
す
。
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ト
ッ
プ
画
面
内
「
前

橋
市
議
会
」
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
９
２
３

建
物
の
維
持
保
全
で
事
故
を
防
止

　
　
　

　

８
月
30
日
㈭
か
ら
９
月
５
日
㈬
ま

で
は
建
築
物
防
災
週
間
。
建
築
物
の

所
有
者
や
管
理
者
が
適
正
な
維
持
保

全
を
行
う
こ
と
で
、
思
わ
ぬ
事
故
を

防
ぎ
建
築
物
の
寿
命
を
延
ば
せ
ま
す
。

店
舗
な
ど
多
数
の
人
が
利
用
す
る
建

築
物
は
、
建
築
指
導
課
職
員
や
消
防

署
員
な
ど
が
立
ち
入
り
検
査
を
行
い

ま
す
。

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

お
知
ら
せ

日時 会議名
９月４日㈫ 午後１時 本会議
９月11日㈫

午前10時

本会議
（総括質問）９月12日㈬

９月14日㈮
総務常任委員会
（議案審査）

９月18日㈫
教育福祉常任委員会
（議案審査）

９月19日㈬
市民経済常任委員会
（議案審査）

９月20日㈭
建設水道常任委員会
（議案審査）

９月25日㈫ 委員会（請願審査）
９月27日㈭ 午後１時 本会議

市長コラム
Mayor's  Column

HP
ようこそ
市長室へ

　子にとって良い父か？親にとって良い息子か？そし
て、市民にとって良い市長か？と自問自答し、「良い
隣人になろう」と日 を々過ごしています。
　34万市民が様々な違いを持って前橋で一緒に暮
らしています。在住外国人の方、障がいのある方、
LGBTの方など、多様な人が暮らしています。
　でも、皆それぞれが隣人なのです。前橋という一
つの絆で結ばれた私たちが、違いを受け入れなが
ら幸せへの旅を一緒に歩めるよう願っています。

それぞれに　見上げる先に　赤城立つ

市役所　〒 371-8601 大手町二丁目 12-1　☎ 027-224-1111　 FAX  027-224-3003 広報まえばし　平成 30年８月 15日号 1415


